
資料４

条例（素案）

第３章

障がいを理由とする差別に関する相談及び紛
争の防止等のための体制

①相談及び紛争の防止等のための流れ（案）

②行田市障害者支援協議会（案）

相談及び紛争の防止等のための
体制について（案）



①相談及び紛争の防止等のための流れ(案）

相
談
者

・
あ
っ
せ
ん
の
手
続
き
開
始・

必
要
な
助
言
・
関
係
機
関
へ
の
取
次

・
関
係
者
間
の
調
整

・
必
要
な
情
報
の
提
供

・
事
実
の
確
認
及
び
調
査

行
田
市
障
害
者
支
援
協
議
会

市
長

差
別
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
も
の

相 談

あっせんの申立

あっせんの手続き・解決

相手に通知後に公表

福祉課
（相談窓口）

意見の求め・勧告

あっせんの求め

あっせんに従わない場
合に報告

あっせん
意見聴取事案が解決する場合あり

①

②

④③

⑤

⑥

⑦



②行田市障害者支援協議会（案）
・地域の課題や取組み状況の確認、方針の決定など。

・障害者差別解消法地域支援協議会を兼ねる。障がいを理由とする差別の解消の
推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）

・「北埼玉地域障害者支援協議会」のうち「行田市障害者支援協議会」において、
本市のあっせん手続きをおこなう。

★行田市★
行田市障害者支援協議会

（行田市障害者等支援協議会設置要綱）

【加須市】
加須市障害者支援協議会
（加須市障害者等支援協議会設置要綱）

【羽生市】
羽生市障害者支援協議会
（羽生市障害者等支援協議会設置要綱）

＊障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）に関す
ることも兼ねている。

現行の行田市障害者支援協議会の要綱の改正を予定

北埼玉地域障害者支援協議会（３市合同で会議を開催）


